
北海道文教大学鶴岡記念図書館利用規程
（平成18年２月15日 程 第４号)

(趣 旨）

第１条 この規程は、北海道文教大学鶴岡記念図書館（以下「図書館」という。）規程第７条の規定に基づき、図

書館の利用について定めるものとする。

(利用の資格）

第２条 図書館を利用できる者は、次に掲げるものとする。

⑴ 北海道文教大学（以下「本学」という。）の教職員（事務局、附属高校、認定こども園を含む。）

⑵ 本学の学生（聴講生、科目等履修生等を含む。）

⑶ 附属高校の生徒

⑷ 本学の教職員であった者（事務局、高校、幼稚園を含む。）

⑸ 本学の卒業者

⑹ 図書館長が許可した者

(利 用 証）

第３条 図書館を利用する者（以下「利用者」という。）は、あらかじめ、図書館利用証（以下「利用証」という。）

の交付を受け、利用の際に携行しなければならない。ただし、利用者が本学の教職員は身分証明証、学生であ

るときは学生証をもって利用証に代えるものとする。

(開館時間）

第４条 図書館の開館時間は、次の表に掲げるとおりとする。

曜日 開館時間

月～金 午前９時から午後９時30分まで

土 午前９時から午後２時まで

２ 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休 館 日）

第５条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 日曜日

⑵ 国民の祝日

⑶ 学園創立記念日（６月８日）

⑷ 就業規則に定める夏季休暇期間（８月13日～８月16日）及び年末・年始（12月28日～１月４日）

⑸ 学則に定める春季、夏季及び冬季休業日における土曜日

２ 前項に規定するもののほか、館長が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(閲覧室資料の閲覧）

第６条 利用者は、閲覧室の図書、雑誌及びその他の資料（以下「資料」という。）を所定の場所において閲覧す

ることができる。

(資料の貸出し）

第７条 利用者は、所定の手続を経て資料の貸出しを受けることができる。

２ 貸出冊数及び期間は、別表のとおりとする。

３ 貸出しを受けた資料は、他の者に転貸してはならない。

(研究室への貸出し）

第８条 前条の規定によるもののほか、研究室等においては、特定の資料の貸出しを受けることができる。

２ 前項の規定により貸出しを受けることができる資料の範囲、貸出し手続き等については、館長が別に定める。
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(貸出し資料の返却）

第９条 資料の貸出しを受けている者が、利用資格を失ったときは、当該貸出資料を速やかに返却しなければな

らない。

２ 館長が必要と認めたときは、貸出期間中であっても、貸出資料の返却を求めることができる。

(貸出しの制限）

第10条 利用者は、次に掲げる資料の貸出しを受けることができない。

⑴ 参考図書

⑵ 新着雑誌

⑶ 貴重図書

⑷ 視聴覚資料

⑸ その他館長が指定したもの

(参考調査）

第11条 利用者は、学術情報に関する調査を依頼することができる。

(相互利用）

第12条 利用者は、他大学の図書館等及び資料の利用を依頼することができる。

２ 図書館においては、他大学の図書館等から図書館及び資料の利用について依頼があったときは、館長が支障

がないと認める範囲でこれに応ずるものとする。

(文献複写）

第13条 利用者は、教育、研究又は調査を目的とした資料の複写（以下「文献複写」という。）を依頼することが

できる。

２ 文献複写の取り扱い及び料金については、図書館文献複写規程及び図書館文献複写料金規程の定めるところ

による。

(汚損等の届出義務）

第14条 利用者が、資料を汚損もしくは紛失したとき、又は機器その他の設備を損傷したときは、速やかに館長

に届け出なければならない。

２ 資料又は機器その他の設備を紛失又は損傷した者には、弁償を求めることがある。

(利用の制限）

第15条 館長は、利用者がこの規程に違反したときは、図書館の利用を制限することがある。

(雑 則）

第16条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、北海道文教大学学術情報委員会の議

を経て、館長が別に定める。

(改 廃）

第17条 この規程の改廃は、教授会の議によるものとする。

附 則

この規程は、平成11年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成12年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成14年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成16年４月１日から施行する。
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附 則

この規程は、平成17年11月25日から施行する

附 則

この規程は、平成18年２月15日から施行する。

附 則

この規程は、平成23年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、令和３年４月１日から施行する。

別表（第７条関係）

貸 出 冊 数 ・ 貸 出 期 間
利 用 者

図書（製本を含む。) 未製本雑誌

教育職員及び名誉教授
50冊

90日以内

10冊

10日以内

大学院生
30冊

30日以内

10冊

10日以内

学部学生

聴講生及び科目等履修生

一般職員

10冊

15日以内

５冊

10日以内

附属高校の生徒

本学の職員であった者

本学の卒業者

５冊

15日以内

２冊

10日以内

備 考

１ この表に掲げる者以外の利用者に係る貸出冊数及び貸出期間は、館長が別に定める。

２ この表によりがたいものの貸出しについては、館長が別に定める。
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学校法人鶴岡学園ハラスメント防止ガイドライン

１．ガイドラインの目的

本学園では、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント並びにアカデミック・ハラスメントな

どあらゆるハラスメントの根絶を目指し、その防止・排除に全学園を上げて取り組んでいます。本学園の職員

は、他の職員、学生等及び関係者と接するに当たり、人格の尊重並びに大切なパートナーであるという意識を

持つことの重要性について充分認識して、勉学・研究・課外活動・就労について快適で豊かな環境を提供でき

るよう学校法人鶴岡学園ハラスメント防止等に関する規程及び同細則並びに本ガイドラインを制定いたしまし

た。

２．ハラスメントとは何か

ハラスメントとは、相手側の意に反する言動等により、相手側に不快感や不利益を与え、教育・研究、就学

及び就労の環境を悪化させることをいいます。ハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・

ハラスメント並びにアカデミック・ハラスメントがあり、セクシュアル・ハラスメントとは、優位な立場や権

限を利用して性的な強要や働きかけをいい、パワー・ハラスメントとは、立場や権限、人間関係などの職場内

の優位性を背景にして、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させ

る行為をいい、アカデミック・ハラスメントとは、優位な立場や権限を利用したあらゆる人間関係のトラブル

の内、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを除いた残りの全ての問題をアカデミック・ハ

ラスメントとして捉えています。

３．本学園の対応

本学園では、責任を持ってハラスメントの根絶を目指していますが、ハラスメントが発生した場合には、ハ

ラスメントに起因する苦情の処理及び被害者の救済並びにその責任の所在を明確にいたします。

４．ハラスメントに対する本学職員の基本的な心構え

① ハラスメントに対する受け止め方は、個人間、男女間、世代間及び受ける人物の立場等により差があり、

ハラスメントか否かは相手の判断であることを充分認識します。

② ハラスメントを受けた者が、上司、指導教員等との人間関係を考え、拒否することができないなど、相手

からいつも明確な意思表示があるとは限らず、拒否の意思表明ができないことも少なくないが、それを同意・

合意と勘違いしてはならないということを認識します。

③ 大学における人間関係がそのまま持続する歓迎会のような場合において、職員、学生等にハラスメントを

行うことについても同様に注意します。

④ ハラスメントについて問題提起をする学生、職員等をいわゆるトラブルメーカーと見たり、個人的な問題

と片付けないで、就学上又は就労上の適正な環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心がけていま

す。

⑤ 被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」、「仕返しが怖い」などの考

えから、他の人に対する相談をためらうことがある。被害を深刻にしないように、本学職員は気がついたこ

とがあれば、声をかけて気軽に相談に乗ります。

⑥ ハラスメントが見受けられる場合は、就学上又は就労上の環境に重大な悪影響が生じたりしないうちに、

機会を捉えて注意を促すなどの対応をとります。

５．ハラスメントの具体例

⑴ セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として次のようなものがある。

１）性的な内容の発言関係

① スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること

② 聞くに堪えない卑猥な冗談を交わすこと

③ 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などと言うこと

④ 性的な経験や性生活について質問すること

⑤ 性的な風評を流したり、性的なからかいの対象とすること

⑥ 性別により差別しようという意識等に基づくものとして「男の癖に根性がない」、「女には仕事を任せ

られない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」「女は学問などしなくても良い」などと発言するこ
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